
遵守事項
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出店日時：2024明治安田J3リーグ/ＪリーグYBCルヴァン杯
◼ 出店場所：いわぎんスタジアム、ウエスタンデジタルスタジアムきたかみ
◼ 運営：株式会社いわてアスリートクラブ

◼ (遵守事項) 

①【事前の申請】
(1)出店者は、必ず保健所の営業許可を取得し出店すること。

②【出店準備】
(1)油染み等の汚れが残らないようにすること。万㇐汚れた場合は、現状回復に努めること。

(2)簡易テント設置の際は、風対策として専用の重しを必ず準備すること。
(3)重し代わりとしてプロパンガス、発電機等に紐でくくり付ける等は絶対に行わないこと。
(4)出店者のテントが倒れる等によりお客様が怪我をされた場合は、出店者が保障責任をとること。
(5)出店者の責任の下、防火管理を徹底し防火対策を実施すること。
(6)出店者は、必ず消火器を持参のうえ運営にあたること。
(7)飲食物の原材料は、原産国、生産地の確認が取れる物を使用し、出店者が責任を負うこと。



18

遵守事項

③【発生するゴミの処理】
(1)お客様が出したゴミに関しては、積極的に引き取ること。
(2)食材のゴミ、生ゴミ、残汁に関しては、出店者が持ち帰ること。
(3)残汁や調理時の排水は、現地にて廃棄しないこと。
(4)廃液容器設置に協力し、廃液処理を行うこと。

④【来場者満足度向上の努力】
(1)差別的、侮辱的もしくは公序良俗に反する言動と受け取られる内容のポスター等の掲示は行わないこと。
(2)チラシの配布や執拗な客引きは行わないこと。
(3)食品衛生の原則を守り、原材料・料理・器具・人・取扱い等全てにおいて清潔を保つこと。
(4)販売マナーを守り、接客態度を常に向上する努力を怠らないこと。
(5)販売に起因する全てのクレームや事故に関しては、出店者自らが全責任を負うこと。
(6)クラブからの協力依頼については、積極的に協力をすること。

⑤【遵守事項の指導・違反】
(1)遵守事項に違反があった際にはクラブの指示、指導に従い、速やかに是正、改善すること。
(2)クラブの指示、指導があったにも関わらず、遵守事項を改善できない場合は退店すること。
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1-2⽕器について火器について

◼対象火器器具取扱い時の遵守事項
・消火器を設置すること。
・ガスボンベは直射日光の当たらない風通しの良い場所に設置し、鎖等で転倒しないように

固定すること。
・ガスボンベと火器器具をつなぐゴムホースはひび割れ等劣化の無いものを使用すること。
・火器器具の周囲に可燃物を置かないこと。

◼危険物品取扱い時の遵守事項
・露店等の照明時に発電機を使用する場合は、あらかじめ燃料を満タンにし、閉店まで給油を

しないようにすること。 やむを得ず給油をする場合は、必ずエンジンを停止してから行うこと
を徹底し、ガソリン携行缶開栓前にエア抜き を行うこと。

・ガソリン携行缶からガソリン蒸気が流出しないよう、密栓するとともに、貯蔵・取扱いを行う場
所は、火気や高温 部から離れた直射日光の当たらない通風、換気の良い場所とすること。
特に夏場は、ガソリン蒸気圧が高くなるので注意すること。


